
   佐賀大学文化教育学部附属教育実践総合センター規程 

（平成１６年４月１日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人佐賀大学規則（平成１６年４月１日制定）第２３

条第２項の規定に基づき，佐賀大学文化教育学部附属教育実践総合センター（以下

「センター」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 センターは，附属学校（園）等，学内外の関係機関との連携のもとに，教育

実践及び教育臨床に関する理論的・実践的研究及び指導を行い，教育実践の向上に

資することを目的とする。 

 （業務） 

第３条 センターに，前条の目的を達成するため，教育実践部門及び教育臨床部門を

置き，次の表に掲げる業務を行う。 

 部  門         業        務 

教育実践部門 

(1) 教育実習の一部の実施に関すること。 

(2) 教育実践の研究指導に必要な施設設備等の整備及び資料の収

集・整備・保管に関すること。 

(3) 教育実習改善のための調査研究に関すること。 

(4) 教材・教具の開発研究及びその指導に関すること。 

(5) 授業に関する実践的研究及びその指導に関すること。 

(6) 現職教員及び教師を目指す学生などの地域や学校との交流 

教育臨床部門 

(1) 地域における各種教育問題の実態把握，原因及び発生過程究明

等に関する調査研究 

(2) ホームページを媒介とした発達相談及び交流の場の提供 

(3) 発達を促す地域における教師，保護者，同輩仲間等間の相互支

援活動（ピア・サポート）の支援及び場の提供 

(4) 現職教員及び教師を目指す学生などの発達相談能力の育成及び

相互交流の場の提供 

部門共通 

(1) 大学開放講座，研修会等の企画，実施に関すること。 

(2) 紀要の刊行など研究成果の発表に関すること。 

(3) 共同研究プロジェクトの促進・窓口業務 

(4) その他教育実践及び教育臨床研究の指導に関すること。 

(5) 教育相談等学校支援への対応 

 （職員） 

第４条 センターに，次の職員を置く。 

 (1) センター長 

 (2) 専任の教員 

 (3) その他必要な職員 

 （センター長） 

第５条 センター長は，文化教育学部の教授のうちから選考する。 

２ センター長は，センターの業務を掌理する。 

３ センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （客員教授等） 

第６条 センターに，客員教授及び客員准教授（以下「客員教授等」という。）を置



くことができる。 

 （研究プロジェクト） 

第７条 センター長は，第２条の目的を達成するため，必要に応じて研究プロジェク

トチームを組織することができる。 

２ 研究プロジェクトチームの構成員は，センターの専任の教員，客員教授等その他

文化教育学部及び附属学校（園）の教員をもって充てる。 

３ センター長が必要と認めたときは，前項以外の者をその構成員に加えることがで

きる。 

 （センター長，専任の教員及び客員教授等の選考） 

第８条 センター長の選考は，文化教育学部長の推薦に基づき，学長が行う。 

２ 文化教育学部長は，前項の推薦を行うため，教授会の議を経て，センター長候補

者を選定する。 

３ 専任の教員及び客員教授等の選考は，教授会の議を経て，学長が行う。 

 （運営委員会） 

第９条 センターに，佐賀大学文化教育学部附属教育実践総合センター運営委員会

（以下「運営委員会」という。）を置く。 

 （審議事項） 

第１０条 運営委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

 (1) センターの運営の基本方針に関すること。 

 (2) センターの予算に関すること。 

 (3) その他必要と認める事頂 

 （組織） 

第１１条 運営委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) センター長 

 (2) センターの専任の教員 

 (3) 教授会から選出された者 ５人 

 (4) 附属学校（園）長が推薦した者 各１人 

２ 前項第３号及び第４号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

３ 第１項第３号及び第４号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者

の残任期間とする。 

 （委員長） 

第１２条 運営委員会に，委員長を置き，前条第１項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した委員が，その職務を代

行する。 

 （議事） 

第１３条 運営委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開き，議決

をすることができない。 

２ 議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところ

による。 

 （委員以外の者の出席） 

第１４条 委員長が必要と認めたときは，運営委員会に委員以外の者の出席を求め，

意見を聴くことができる。 

 （事務） 

第１５条 センター及び運営委員会の事務は，文化教育学部事務部において処理する。 

 （雑則） 



第１６条 この規程に定めるもののほか，センターの運営に関し，必要な事項は，運

営委員会の議を経て，センター長が別に定める。 

  

   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規程施行後，最初に任命されるセンター長の選考は，国立大学法人佐賀大学

の初代部局長等の選考に関する規則（平成１６年 1 月１６日制定）に基づき，選出

された候補者を第８条の規定により選考されたものとみなし，学長が行うものとす

る。 

   附 則（平成１９年７月４日改正） 
 この規程は，平成１９年７月４日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 


